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個人向け
●特別定額給付金
おひとり10万円
窓口 高梁市感染症対策室
誰に その者の属する世帯の世帯主

新型コロナウイルスの感染拡大により、様々な影響がでています。 感染症では史上初となる緊急事態宣言も5月25日には解除され
ましたが、まだまだ油断はできない状況です。 そこで、岡山県・高梁市等で利用できる施策をいくつかまとめましたので、ご利用いただけ
たらと思います。 （各施策は５月２５日時点のものとなっています。）

●子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯へ
こども1人につき
1万円を支給

窓口 高梁市こども未来課
誰に Ｒ2.4月分の児童手当受給者

●マスク購入支援事業
市発行の購入券でマスク１箱
（¥2,000、50枚入）
※原則一世帯につき１箱
窓口 高梁市感染症対策室　各地域局・各地域市民センター
誰に 市内の全世帯
取扱場所 高梁市社会福祉協議会　岡山県薬剤師会高梁支部 

●妊婦の方にマスク配布
・不織布マスク1箱
・布マスク1枚

窓口 高梁市健康づくり課
　　 （すこやか推進係・まちの保健係）
誰に ・市に住民票があり出産予定日がＲ2.5.1以降
　　　 またはＲ3.3.31までに妊娠届をされた方
　　 ・里帰り出産で高梁市に滞在されている方

●市営住宅（一時入居）
新型コロナウイルス感染症の影響に
より住居を失うまたは失うおそれの
ある市民等に市営住宅を提供する
窓口 高梁市都市整備課（住宅係）
誰に ①から③をすべて満たす方
①新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等となった方
②住宅等の退去を余儀なくされた方　
③市内に住所を有するまたは市内に勤務している方

●セーフティネット保証4号
セーフティネット保証4号を発動する
ことを決定
一般保証と別枠の保証が利用可能と
なる

窓口 高梁市産業観光課
認定要件 ・高梁市において1年以上継続して事業を行っている
・新型コロナウイルス感染症の影響後、原則として最近1か月の
　売上高等が前年同月に比して20％以上減少かつその後2か月
　を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20％以上減少
　することが見込まれること

●セーフティネット5号保証
業況の悪化している指定業種に属する
中小企業者を支援するための制度

窓口 高梁市産業観光課
認定要件
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等
　が前年同期比5％以上減少の中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20％を
　占める原油等の仕入価格が20％以上、上昇しているにもかか
　わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

●高梁市雇用安定助成金事業
新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている市内の中小
企業者等の雇用の安定・維持
を図るため、国の雇用調整助
成金に併せて助成を行います

窓口 高梁市産業観光課（産業振興係）
対象者 国の雇用調整助成金の交付決定を受けた、高梁市に
事業を有する法人または個人事業主
助成額 国の雇用調整助成金のうち休業に係る交付決定金額の
　　　 ３％

●休業や失業等により
　生活資金の特例貸付を実施
社会福祉協議会が実施している
生活福祉資金貸付制度について、
新型コロナウイルス感染症の影響
を踏まえて貸付の対象を拡大し、休業や失業等に
より生活資金でお悩みの方への特例貸付を行う

窓口 高梁市社会福祉協議会
☎0866-22-7243　FAX：0866-22-0845

●web版岡山県合同企業説明会の開設
今後の採用情報が見れる
公務員等の採用情報も掲載決定

窓口 大学コンソーシアム岡山 事務局
☎/FAX：086-256-9771
岡山県中小企業団体中央会 企業人材支援課
☎086-224-2245

●国民年金保険料の免除
新型コロナウイルス感染症の影響
で主たる収入源の喪失などに伴い
所得が低下した場合、国民年金保険
料の免除などの申請が可能
窓口 日本年金機構高梁年金事務所
誰に ①②をいずれも満たす人
①新型コロナウイルス感染症の影響によりＲ2.2月以降に収入
　が減少
②収入の減少により当年中の所得の見込み額が免除基準に該当
　する見込みがある

●事業主向け厚生年金保険料等の納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響
で事業などに係る収入に相当の
減小があった事業主は、申請により
納付期間を1年間猶予する
窓口 日本年金機構高梁年金事務所
誰に ①②をいずれも満たす事業所
①新型コロナウイルス感染症の影響によりＲ2.2月以降の任意
　の期間において事業などに係る収入が前年同期に比べておお
　むね20％以上減少
②厚生年金保険料等などを一時的に納付することが困難

●市税の納付猶予への特例
新型コロナウイルス感染症の影響で
事業などに係る収入に相当の減小が
あった人は、納付期間を1年間猶予する

窓口 高梁市税務課
誰に ①②をいずれも満たす事業所
①新型コロナウイルス感染症の影響によりＲ2.2月以降の任意
　の期間において事業などに係る収入が前年同期に比べて
　おおむね20％以上減少
②一時に納付することが困難

●専用の電話相談窓口設置

窓口 備中県民局健康福祉部
☎086-226-7877　FAX：086-225-7283

新型コロナウイルスに関する一般的
な相談の専用電話相談窓口を設置
電話による相談が出来ない場合
FAXでの相談も受付可能

事業所向け
●経営相談窓口の設置
新型コロナウイルス感染症に
関する経営相談窓口を設置

窓口 高梁市産業観光課
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全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

備北商工会では、新型コロナ対策に取り組んでいます

令和元年度  備北商工会経営発達支援事業のご報告

令和２年度の重点事業備北商工会  第１５回通常総会

１．飲食店「お持ち帰り・配達」応援キャンペーンの実施

２．社会保険労務士による雇用調整助成金個別相談の実施

4．事務所での感染症対策

３．感染症拡大により被害を受けている事業者への支援

　第１５回通常総会は、新型コロナウイルス感染症の
拡大状況の緊急性に鑑み、会員の過半数から書面に
よる議決権行使を用いた通常総会を招集する旨の同意
を得て、開催いたしました。
　書面議決の結果について、下記のとおりご報告いた
します。

１．開　催　日　令和２年５月２２日（金）
２．開催場所　備北商工会本部会議室
３．議　　事
第１号議案　令和元年度備北商工会事業報告書（案）の承認に
 ついて
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名
第２号議案　令和元年度備北商工会収支決算書（案）、貸借対
 照表、財産目録の承認について　     
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名
第３号議案　令和２年度備北商工会事業計画書（案）の決定に
 ついて
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名
第４号議案　令和２年度備北商工会収支予算書（案）の決定に
 ついて
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名
第５号議案　定款の一部改正（案）について
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名
第６号議案　運営規約の一部改正（案）について
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名
第７号議案　役員の補充選任について
 賛成 ３２３名、 反対 ０名、 無効 ２名

４．結　　果　全ての議案において、承認されました。
５．特記事項　議決権のある会員数　３７４名

　備北商工会は、総力を挙げて小規模事業者を支援するため、国が認定する「経営発達支
援計画（経営の改善発達を支援する計画）」に基づき、事業者に寄り添った支援を行う「伴
走型小規模事業者推進事業」に取り組みました。
１．経営力向上セミナーの開催
①稼ぐ力を見つけ・育てるセミナー
自社の人材や技術、組織力やネットワークなど「知的資産」を活かした経営を目指して、
「事業価値を高める経営レポート」を専門家とともに作成し、経営力向上を図りました。
２．専門家による事業計画の実施支援
①経営なんでも相談会
税務・労務・法律に関することなど、各分野の専門家と対応しました。
②専門家による個別指導
課題解決に向けて、各分野の専門家と経営指導員が巡回訪問しました。

３．新たな需要開拓の支援
①首都圏商談会（全国地方銀行フードセレクション）の出展支援
首都圏の販路開拓に向けて、ブース出展し商談成約につなげました。
②岡山髙島屋「備中たかはしフェア」
高梁市特産品創出ネットワーク主催のイベントに出展し、新たな販路を開拓するとともに、
岡山髙島屋・出展者・関係団体による勉強会及び情報交換会を開催し、連携を深めました。
　今年度も、引き続き小規模事業
者の技術向上、新たな事業分野の
開拓、経営発達に向けて各事業に
取り組んで参ります。

◉新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への経営
サポートの推進

◉ 商工会法施行６０周年記念事業の実施
◉備中神楽の里の町おこし復興グループの共同事業の推進
◉ 国・県の事業承継ネットワーク構築事業と連携した事業承継の
推進

◉事業者のリスクマネジメント（防災・減災の事前対策）支援と
災害支援及び支援計画の策定

◉ 高梁市中小企業支援ネットワークと連携した創業塾の開催と
創業支援の実施

◉「経営発達支援計画」の推進と「伴走型小規模支援推進事業」の
確実な実施

①特設サイトの開設
備北商工会会員事業所で「お持ち帰り・配達」を行っている飲食店を
紹介する特設サイトを公開しています。
②飲食店応援キャンペーンチラシの配布
高梁商工会議所と共同で市内の「お持ち帰り・配達」可能な飲食店のチラシを作成、
商工会窓口などに設置しています。

①特設サイトの開設

②飲食店応援キャンペーンチラシの配布

①持続化給付金個別相談会の開催
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金である「持続化給付金」の申請支援を行っています。
②持続化補助金などの申請支援
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事業者の地道な販路開拓等を
支援する補助金である「持続化補助金」の申請支援を行っています。　次回締切：８月７日（金）必着
③マル経融資などの資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り悪化に対する支援を行っています。
④専門家派遣による経営計画作成支援
その他、専門家派遣を行い、経営計画の見直し・作成などの支援を行っています。

①持続化給付金個別相談会の開催

②持続化補助金などの申請支援

③マル経融資などの資金繰り支援

④専門家派遣による経営計画作成支援

事務所内の感染症対策として、職員のマスク着用、消毒薬・アクリル板の設置、
毎日のモップがけなど、細心の注意を払って業務にあたっています。
相談など、来所の際には事前に予約をいただいたうえで窓口にお越しください。

休業などをした事業所に対する助成金である「雇用調整助成金」の申請に向けて
の相談会を実施しています。

引き続き各種相談の受付、
制度の案内など、新型コロナ対策に

取り組んでまいります。
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Q青年部に入ったきっかけを教えてください。
平松　青年部の存在は知っていたのですが、なかなか自分から入部するきっかけがなかった
んです。そんなとき原田部長が青年部に誘ってくれたんです。
原田　商工業を営んでいる仲間たちで集まる機会は本当に貴重な時間なんです。多くの方に入部
してもらい時間を共有してほしかったんです。私も部長になってからあらためて青年部活動を
通して得られるものは本当に大きいなと感じているところです。部員の方には声掛けをして
もらい多くの方を青年部に誘ってもらいたいですね。

　世界的な広がりをみせる新型コロナウイルスは感染者数は減ったものの、
未だ予断を許さない状況となっています。
　このような事態を踏まえ、令和２年4月27日に備北商工会において開催を
予定しておりました、第15回女性部通常総会は書面決議での開催となりました。
書面での決議の結果、部員95名のうち82名からの可決が得られ、事業報告や
決算、事業計画や予算が承認されました。

　令和２年４月２４日（金）に青年部通常総会を開催しました。今回は、新型コロナウイルス
の拡大状況の緊急性に鑑み、書面決議での議決権行使による通常総会となりました。提出
された書面決議書により第１号議案から第４号議案について承認されました。

●若手後継者等育成事業「働き方改革セミナー」
●奉仕活動、先進地視察研修、交流会
●地域ごとに実施、参加する事業
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。

全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

青年部

女性部

令和2年度  主な事業・地域振興事業

第15回  青年部通常総会

第15回  女性部通常総会

令和2年度  主な事業・地域振興事業

　女性部の事業所紹介3回目は、副部長をされて
いる備中町の（株）モリサキを紹介します！

事業所データ
事業所名 （株）モリサキ
事業内容 小売卸売業
所 在 地 高梁市備中町西山1759

　主体は、同族会社が製造
している園芸用肥料、発酵
油粕の卸売業です。又、所有
する広大な銀杏山で収穫

した大粒銀杏のネット販売、その銀杏の
実から醸造された黒麹仕込みの本格
焼酎《いちょう鶴》の販売もしています。
銀杏焼酎は、高梁市図書館のお土産コー
ナーでも販売されていますので、ぜひ
一度ご賞味下さいませ。春になったら
西山風致園にある、園芸品種の新種と
して登録された、備中天神桜も見に来て
くださいね！！

新シリーズ
 ～女性部員事業所紹介～

一言

青年部長
大黒屋工務店
原田　直樹

×
新規加入部員
STS

平松　諭史

●若手後継者等育成事業
　「中小企業・小規模事業者のハラスメント予防セミナー」
●女性部発「岡山おひさま便」販売

●エコキャップ回収事業

●地区ごとに実施・参加する事業

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。

T　E　L 0866-45-3112
F　A　X 0866-45-3114
http://www.gin-nan.com/

次回はあなたの事業所かも…　乞うご期待！

広島で宮大工として経験を積み地元である備中町に
もどり建設工事業を新規創業し現在に至る。

経 

歴

大黒屋工務店

代表  原田 直樹
昭和55年2月25日生まれ

平成19年 青年部入部
平成29年 副部長就任
平成31年 部長就任

はらだ なおき

profile

土木工事業を行っています。よろしくお願いします！青年
部では、地域振興やまちづくりに貢献していきたいです。

経 

歴

〈備中エリア〉STS

代表  平松 諭史
昭和57年12月27日生まれ

令和2年
　高梁青年会議所
　理事長就任

ひらまつ さとし

profile

Qどんな活動を行っていきたいですか？
平松　私が気になっているのは、セミナーや交流会です。私も経営者として事業を行って
いますが、一人で勉強するのは本当にむずかしいと感じています。また、交流会では、部員
の方々と一緒に楽しみたいです。
原田　そうなんです。私も経営者として仕事をしながら、学ぶ時間を確保するのは、ほんとうに
大変だと感じています。青年部では、セミナーを企画して受講しています。経営に関するタイム
リーな内容を学べますよ。交流会では、さまざまな業種の部員と情報交換ができるのでほんと
に楽しい時間です。事業者だからこその悩みの相談や自身の成長につながるのでぜひ参加
してもらいたいですね。
また、私としては備北商工会青年部という枠にとらわれず他団体と積極的に交流をはかって
いきたいです。視野を広げていくことで新たな気づきにつながり、部員の資質を向上させていく
と考えています。備北商工会青年部としてもそういった活動を行っていきたいですね。

No. セミナー名 日　程 時 間 場　所 講　師 内　容 募集開始時期

1 個店診断≪製造業≫（３日間） 8月下旬
 9:00 ～
18:00

各社訪問 中小企業診断士ほか 製造業支援のスペシャリストによる、安全管理
や労務管理、計数管理を徹底サポート！ ７月中旬

2 経営なんでも相談会（第１回） 9月中旬
13:00 ～
16:00

備北商工会本部 中小企業診断士・弁護士・税理士・
社労士ほか

経営、法律、税務、金融、労務・社会保険など、
専門家がアドバイス！ ７月中旬

3 びほく販路開拓塾
≪販路開拓・個別相談会≫（３日間） 10月上旬

 9:00 ～
18:00

各社訪問 販路開拓コーディネーター
江崎壽夫氏

自社商品の販路開拓について、商工会職員と
専門家が個別訪問します！ ８月中旬

4 情報化講習会（簡易ホームページ作成）
【２回コース】 10月中旬

19:00 ～
21:00

備北商工会本部 ＩＴ関係専門家 自社の広告宣伝、販路開拓に向けてホームページ
を一緒に作成します。 ８月中旬

5 日計表の書き方・記帳の仕方 10月中旬
19:00 ～
21:00

備北商工会本部 商工会職員ほか 日々の記帳に関する疑問、日計表の書き方など、
初心者向けの記帳セミナー ８月中旬

6 経営なんでも相談会（第２回） 11月中旬
13:00 〜
16:00

備北商工会本部 中小企業診断士・弁護士・税理士・
社労士ほか

経営、法律、税務、金融、労務・社会保険など、
専門家がアドバイス！ ９月中旬

7 税務講習会（年末調整・決算申告） 11月下旬
13:30 〜
15:30

備北商工会本部 税理士 年末調整事務及び改正点について １０月下旬

8 一日金融公庫 12月上旬
10:00 ～
15:30

備北商工会本部 日本政策金融公庫倉敷支店
担当者

公庫担当者による金融相談会（運転資金・
設備資金・教育ローンほか）！ １０月中旬

9 経営なんでも相談会（第３回） 1月中旬
13:00 ～
16:00

備北商工会本部 中小企業診断士・弁護士・税理士・
社労士ほか

経営、法律、税務、金融、労務・社会保険など、
専門家がアドバイス！ １１月中旬

10 事業計画等作成個別相談会
（専門家派遣） 随時開催

 9:00 ～
18:00

各社訪問 中小企業診断士・社労士・税理士
ほか

事業計画作成、その他課題解決に向けて、
専門家を派遣し徹底的に支援します！ 随時

11 労務・雇用個別相談会
（新型コロナウイルス感染症関連） 随時開催

10:00 〜
17:00

備北商工会本部 社会保険労務士 雇用調整助成金の申請、労務関係のご相談、
各種助成金について対応します！ 随時

12 高梁商工会議所共催　創業塾
【２回コース】 調整中 調整中 未定 中小企業診断士 創業者及び創業５年未満の企業を対象に経営

の基礎を学ぶ！ 調整中

※日程・内容につきましては、都合により変更になる場合がございます。※調整中のものにつきましては、確定次第「商工会ニュース」等でお知らせいたします。
※会員以外の方でも、興味がございましたら、備北商工会までお問合せください。

令和２年度 経営セミナー関係　スケジュール表　 　   商工会が開催するセミナーをお知らせします
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全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

新型コロナ対策の各種施策の内、小規模事業者が利用できる代表的なものをご紹介いたします。

資金繰り支援

設備投資・販路開拓支援

給付金

①新型コロナウイルス感染症
　特別貸付
　信用力や担保に依らず一律金利と
し、融資後の3年間まで0.9％の金利
引き下げを実施。据置期間は最長５
年。各公庫の既往債務の借換も可能。

①ものづくり・商業・サービス補助金
　新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援します。
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う。
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産
ラインを新設・増強する。
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する。　…など

②持続化補助金（一般型）
　小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援します。
・感染症収束後の販路拡大に備えて、「インバウンド向けの英語表記メニュー」や
「のぼり」を作成。
・そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理の安定化、かつ時間短
縮化により、事業再開後の繁忙期の売り切れなどを回避。
・再開後のインバウンド需要取り込みのため、旅館にて、外国語版Webサイトで
ピクトグラムの活用やムスリム対応情報を発信し、外国人団体旅行予約の拡大
を図る。　…など

③持続化補助金（コロナ特別対応型）
　小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う
販路開拓等の取組を支援します。
・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、
店内飲食のみであった洋食屋が、出前注文を受け付けるためのwebサイトを
作成し、来店しない顧客への販売を開始。
・旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する。　…など

④ＩＴ導入補助金
　ITツール導入による業務効率化等を支援します。
・在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツー
ル等を導入する。　…など

②新型コロナウイルス対策
　マル経融資
　新型コロナウイルス感染症の影響
により売上が減少した小規模事業者
の資金繰りを支援するため、別枠
1,000万円の範囲内で当初3年間、通
常の貸付金利から▲0.9%引下げす
る。加えて、据置期間を運転資金で3
年以内、設備資
金で4年以内に
延長する。

③特別利子補給制度
　（実質無利子）
　日本政策金融公庫等の「新型コ
ロナウイルス感染症特別貸付」、「新
型コロナウイルス対策マル経融資」
等若しくは商工中金等による「危機
対応融資」により借入を行った中小
企業者等のうち、売上高が急減した
事業者などに対して、利子補給を実
施。公庫等の既往
債務の借換も実質
無利子化の対象。

①持続化給付金
　感染症拡大により、特に大きな影
響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧とし
ていただくため、事業全般に広く使
える給付金を支給します。農業、漁
業、製造業、飲食業、小売業、作家・
俳優業など幅広い業種で、事業収
入（売上）を得ている法人・個人の
方が対象となります。
　高梁市では５月２８日（木）より、申
請サポートセンターが高梁商工会
議所３階に開設されております。

コロナ対策制度のご案内小規模事業者向け

1 2

3

①～④の補助金については
　Ａ：サプライチェーンの毀損への対応　　Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
　Ｃ：テレワーク環境の整備
　　　　　　　の要件に合致する場合、補助率アップなどの優遇措置があります。

基本情報

対　　象：中小企業・小規模事業者等
補助上限：原則1,000万円
補 助 率：【通常枠】中小1/2、小規模2/3
申請締切：令和２年８月３日（月）１７時

基本情報

対　　象：小規模事業者等補助
上　　限：100万円
補 助 率： 2/3もしくは3/4（条件あり）

基本情報

対　　象：中小企業・小規模事業者等
補 助 額：30～450万円
補 助 率：1/2もしくは2/3もしくは3/4（条件あり）

基本情報

対　　象：小規模事業者 等
補助上限：50万円
補 助 率：2/3

金利▲0.9 引下げ 実質無利子融資

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
●新型コロナウイルス対策マル経融資
●危機対応融資

●特別利子補給制度
特別貸付を利用した事業者を
対象に利子補給

【対象要件】
個人事業主（小規模）：要件なし
小規模（法人）：売上高▲15%減
中小企業：売上高▲20%減

【対象要件】
売上高▲5%以上減少
※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）については、柔軟に対応

+




